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○大仙市議会議員政治倫理条例【解説付き】 

 

平成２３年６月２７日 

条例第４３号 

（目的） 

第１条 この条例は、大仙市議会の議員（以下「議員」という。）の政治倫理に関す

る規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もっ

て市民に信頼される民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。 

 

【解説】 

議員の政治倫理に関し必要な事項を定め、市民に信頼される民主的な市政の発展

に寄与することを目的として規定しています。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） 同居 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づく届出が同一世

帯となっていることをいう。 

（２） 企業 一定の経済的事業の遂行の目的を持って、人及び物を有機的に組み

合わせた経営主体（その経営主体が私人であるか公の法人であるかを問わない。）

をいう。 

（３） 実質的に経営に携わっている企業 

ア 役員をしている企業 

イ 資本金その他これに準ずるものの３分の１以上を出資している企業 

ウ 経営方針に関与している企業 

 

【解説】 

各号に掲げる用語について、説明をしています。 
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（議員及び市民の責務） 

第３条 議員は、市民全体の奉仕者及び公共の利益の追求者として、自己の職責を自

覚し、その職責にふさわしい人格及び倫理の向上に努めなければならない。 

２ 議員は、自己の地位と権限による影響力を不正に行使することによって、いかな

る自己の利益も図ってはならない。 

３ 議員は、自己の職責に反する言動をしたとの疑惑を持たれた場合は、その疑惑を

解明し、責任を明らかにするよう努めなければならない。 

４ 市民は、自らも市政を担い公共の利益を実現する責任を有することを自覚し、自

己の利益を図る目的を持って、議員に対し、その地位と権限による影響力を不正に

行使させるような働きかけを行ってはならない。 

 

【解説】 

  議員自らが、市民の厳粛な信託を受けた代表者であることを自覚し、市民から疑

惑をもたれたときは、自ら疑惑を解明し、責任を明らかにするよう努めることとし

ています。 

  市民は、自己の利益のため、議員に対し、いかなる働きかけも行ってはならない

こととしています。 

 

（政治倫理基準の遵守） 

第４条 議員は、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。 

（１） 市民全体の代表者として、品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、

その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。 

（２） 常に市民全体の利益の追求をその指針として行動し、その地位を利用して

いかなる金品も授受しないこと。 

（３） 市（市が設立した公社及び市が出資金、資本金その他これに準ずるものの

３分の１以上を出資している法人を含む。以下同じ。）が行う工事等の請負契約、

業務委託契約及び物品納入契約（以下「請負契約等」という。）に関し、特定の

業者を推薦し、又は紹介するなど有利な取り計らいをしないこと。 

（４） 市職員の公正な職務執行を妨げ、又はその権限若しくは地位による影響力

を不正に行使するよう働きかけないこと。 

（５） 市職員の採用、昇任又は人事異動に関与しないこと。 
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（６） 政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。 

 

【解説】 

議員の遵守すべき政治倫理基準について、具体的事項を規定しています。 

 

（市との請負契約等に対する遵守事項等） 

第５条 議員又は議員の配偶者、２親等内の血族若しくは同居の親族が実質的に経営

に携わっている企業（以下「関係私企業」という。）は、市との請負契約等の締結

を辞退するよう努めなければならない。ただし、災害等で緊急を要するとき又は請

負契約等の締結を辞退することにより、市の行政執行に著しい支障がある場合を除

く。 

２ 議員は、就任した日以後において関係私企業がある場合は、当該関係私企業の名

称等を記載した届出書（以下「届出書」という。）をその事由が生じた日から３０

日以内に議長に届け出るものとし、届出書の内容に変更が生じた場合は、書面をも

って速やかにその旨を議長に届け出るものとする。 

３ 議長は、届出書については、4年間これを保存するものとする。 

４ 議長は、届出書の写しを速やかに市長に送付するものとする。 

５ 議長は、届出書の議員本人に関わる概要を速やかに公表しなければならない。 

６ 市長は、届出書の関係私企業（以下「届出関係私企業」という。）のうち、市長

に業者登録等をした業者と別に定める額を超える請負契約等を締結した場合は、そ

の請負契約等の内容を議長に報告するものとする。 

７ 市長は、届出関係私企業のうち、市長に業者登録等をしていない業者と第１項の

ただし書の規定に基づき、別に定める額を超える請負契約等を締結した場合は、前項

と同様に報告するものとする。 

８ 議長は、前２項の報告を受けた場合は、公表するものとする。 

 

【解説】 

  議員が実質的に経営に携わっている企業のほか、配偶者や２親等内の親族が経営

する企業も議員の影響力を不正に行使する可能性を否定できないことから、一定範

囲の親族まで対象を広げ、市との工事等の請負契約、業務委託契約及び物品購入契

約に関し、辞退するよう努めることを規定しています。 
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（就業の報告義務） 

第６条 議員は、議員となった時に、自ら事業を営んでいる場合又は次の各号のいず

れかに該当する法人その他の団体（市の出資団体等を除く。以下「法人等」という。）

の取締役、理事、監査役、顧問若しくはこれらに準ずる職についているときは、就

業報告書（以下「報告書」という。）を３０日以内に議長に提出しなければならな

い。これらに変更があった場合（新たに営む場合及び兼ねる場合も含む。）も同様

とする。 

（１） 主として収益等事業を営む法人等 

（２） 市の許認可が必要な事業を営む法人等 

（３） 市からの補助金等を受け、又は受けようとする法人等 

２ 議長は、報告書については、4年間これを保存するものとする。 

３ 報告書は、議員の職にある間、市民の閲覧に供する。 

 

【解説】 

地方自治法第９２条の２の規定により、議員は市との請負契約等をする法人の取

締役等になれないと規定しています。条文中、「これらに準ずる職」には、団体の

「会長」「副会長」も含むものとします。 

  地方自治法の規定をより分かりやすく示し、その就業状況を議長に報告すること

を義務付けています。 

（参考） 

 地方自治法第92条の2 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し、請

負をする者及びその支配人または主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執

行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。 

 

（審査請求権） 

第７条 市民は、議員が政治倫理基準若しくは報告書の提出義務又は市工事の請負契

約等に対する遵守事項等（以下「政治倫理基準等」という。）に違反する行為をし

た疑いがあると認められるときは、これを証する資料を添付して、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第７４条第５項に規定する選挙権を有する７５人以上の者

の連署をもって、その代表者から、議長に審査の請求をすることができる。 

２ 議員は、議員が政治倫理基準等に違反する行為をした疑いがあると認めるときは、
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これを証する資料を添付して、議員定数の８分の１以上の者の連署をもって、議長

に審査を請求することができる。 

 

【解説】 

  市民が審査請求する場合は、選挙権を有する者の７５人以上の連署をもって、そ

の代表者が、議長に審査請求できることとしています。 

  議員が審査請求する場合は、議員定数の８分の１以上（地方自治法第１１２条第

２項（議員の議案提出権）の規定を準用）の者の連署をもって、議長に審査請求で

きることとしています。 

 

（審査会の設置等） 

第８条 議長は、前条の規定による審査の請求を受理したときは、大仙市議会議員政

治倫理審査会（以下「審査会」という。）を設置し、その審査を求めなければなら

ない。 

２ 審査会は、委員８人以内をもって組織する。 

３ 審査会の委員は、議員のうちから、議長が任命する。 

４ 審査会の委員の任期は任命の日から当該審査請求に係る審査結果を議長に報告

したときまでとする。ただし、議員の職を失ったときは、その任期を終了するもの

とする。 

５ 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた

後も、同様とする。 

６ 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。 

 

【解説】 

 議長は、審査請求を受理したときは、政治倫理審査会を設置し、その審査を求めな 

ければならないことを規定しています。 

 政治倫理に関する事項を審査するため、政治倫理審査会を置くことを規定していま 

す。 
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（審査会の職務及び権限） 

第９条 審査会は、議長から審査を付託されたときは、審査請求の適否及び政治倫理

基準等違反の行為の存否について審査する。 

２ 審査会は、議長から審査を付託されたときから９０日以内に文書で議長に審査結

果を報告しなければならない。この場合において、審査会は、必要と認める措置に

ついて、理由を付した文書をもって、当該議員に対し勧告することができる。 

３ 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席さ

せ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。 

４ 審査会は、当該議員及び関係人に弁明の機会を設けなければならない。 

５ 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、出席委員の３分の２以上の合意

により非公開とすることができる。 

６ 議長は、審査会から審査結果の報告を受けたときは、請求者及び当該議員に文書

で通知するとともに、その概要を速やかに公表しなければならない。 

 

【解説】 

  審査会は、議長から審査を付されたときは、審査請求の適否及び政治倫理基準等

の違反の事実の有無について、審査を行うこととしています。 

 

 

（議員の協力義務） 

第１０条 当該議員は、審査会から審査に必要な資料の提出又は会議への出席の請求

がある場合は、それに従わなければならない。 

 

【解説】 

審査会から審査に必要な資料の提出又は会議への出席を求められたときは、それ

に従わなければならないこととしています。 
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（弁明書） 

第１１条 当該議員は、審査結果について議長に対し弁明書を提出することができる。 

２ 前項の規定により弁明書が提出された場合は、議長は、第９条第６項の審査結果

の公表に当たり、弁明書の全部又は概要を併せて公表するものとする。 

 

【解説】 

  審査結果について弁明書により弁明の機会を付与し、審査結果の公表に当たって

は、弁明書も併せて公表することとしています。 

 

（議会の措置） 

第１２条 議会は、審査会から報告及び勧告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準等

に違反したと認められるときは、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復する

ために必要な措置を講ずるものとする。 

 

【解説】 

  審査会の報告を受けた議会は、審査会からの報告及び勧告を受けた事項を尊重し、

必要な措置を講じ、議会の名誉と品位を守ることなどを規定しています。 

 

（委任） 

第１３条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。 

 

 【解説】 

   この条例の施行に関し必要となる事項は、規則で定めることとしています。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２３年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第５条第１項、第６項、第７項及び第８項の規定は施行日以後に締結される請負
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契約等から適用する。 

３ 第７条第１項及び第２項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

以後になされた行為について適用する。 


